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検
査
で
血
液
を
採
る
時
に
、
食
事
の
時
間

を
尋
ね
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
食
事

や
ジ
ュ
ー
ス
、
あ
め
玉
な
ど
で
血
糖
や
中
性

脂
肪
な
ど
の
値
が
上
昇
す
る
た
め
で
す
。

ま
た
、
前
夜
の
食
べ
過
ぎ
や
深
夜
の
食
事

で
中
性
脂
肪
の
値
は
上
昇
し
ま
す
。

同
じ
血
液
検
査
で
も
、「
階
段
を
上
っ
て
き

た
後
に
す
ぐ
に
血
液
を
採
取
し
た
場
合
」「
座

っ
て
採
取
し
た
場
合
」

「
午
前
中
に
採
取
し
た

場
合
」
な
ど
で
も
変
化

が
あ
り
ま
す
。

基
準
値
と
し
て
健
康

診
断
の
結
果
な
ど
に
記

載
さ
れ
て
い
る
値
は
、

一
般
的
に
早
朝
の
空
腹
時
の
値
を
基
準
に
記

載
し
て
い
ま
す
。

食
事
の
影
響
を
受
け
る
検
査
に
腹
部
超
音

波
が
あ
り
ま
す
。

食
後
は
、
胆
の
う
な
ど
の
臓
器
が
見
え
に

く
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
予
約
検
査
の
場

合
は
空
腹
時
に
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

検
査
の
前
に
、「
朝
食
は
と
ら
な
い
」
な
ど

の
指
示
が
あ
る
場
合
は
食
事
を
と
ら
ず
に
検

査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

臨
床
検
査
室
で
は
、「
血
液
検
査
」「
腹
部

超
音
波
検
査
」「
心
電
図
」「
肺
機
能
検
査
」

「
脳
波
検
査
」「
心

臓
・
血
管
な
ど
の

超
音
波
検
査
」「
微

生
物
検
査
」「
病
理

検
査
」「
尿
検
査
」

な
ど
の
検
査
を
行

っ
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
の
症
状
や
経
過
を
正
確
に
検
査

し
、
正
確
で
迅
速
な
検
査
を
し
て
い
ま
す
。

検
査
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

臨
床
検
査
室
検
査
科
長
　
鈴
木
秀
明

食
事
と
臨
床
検
査

■
カ
ー
ド
型
の
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
保
険
証
が
カ
ー

ド
型
に
変
わ
り
ま
す
。
９
月
30
日
(土)
ま
で
に
、

新
し
い
保
険
証
を
被
保
険
者
１
人
に
１
枚
、

世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。
ク
リ
ー
ム
色

の
古
い
保
険
証
は
、
10
月
１
日
(日)
以
降
に
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
に
記
載
し
て
あ
る
内
容
に
誤
り
が

あ
る
場
合
は
、
お
手
数
で
す
が
市
役
所
ま
た

は
、
支
所
ま
で
保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

老
人
医
療
受
給
者
証
・
国
保
前
期
高
齢
者

証
は
、
現
在
お
手
元
に
あ
る
も
の
を
そ
の
ま

ま
お
使
い
く
だ
さ
い
。

〈
①
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
〉

・
保
険
証
に
記
載
し
て
あ
る
内
容
に
変
更
が

あ
る
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

・
す
で
に
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
場
合
は
、
国
保
を
脱
退
す
る
届
け
出
が

必
要
で
す
。

〈
②
学
生
用
の
保
険
証
〉

・
修
学
で
住
所
地
を
離
れ
て
い
る
た
め
学
生

用
保
険
証
が
必
要
な
場
合
は
、
毎
年
申
請

が
必
要
で
す
。

持
ち
物
　
認
め
印
、国
保
保
険
証
、学
生
証
の

写
し
ま
た
は
、在
学
証
明
書
（
②
の
場
合
の

み
）
な
ど

■
「
出
産
育
児
一
時
金
受
領
委
任
払
制
度
」

〈
出
産
育
児
一
時
金
受
領
委
任
払
制
度
〉

出
産
育
児
一
時
金
を
国
保
か
ら
医
療
機
関

へ
直
接
支
払
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
制
度
を

利
用
す
る
場
合
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
　
妊
娠
４
か
月
以
上
で
国
保
税
の
未
納

が
な
い
世
帯
の
方

持
ち
物
　
認
め
印
、国
保
保
険
証
、母
子
健
康

手
帳

■
「
特
定
疾
病
自
己
負
担
限
度
額
」

〈
人
工
透
析
に
か
か
る
特
定
疾
病
自
己
負
担
額

が
変
わ
り
ま
す
〉

慢
性
腎
不
全
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
人
工

透
析
が
必
要
な
方
の
自
己
負
担
減
度
額
が
、

10
月
１
日
(日)
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

変
更
後
の
特
定
疾
病
自
己
負
担
限
度
額

▽
国
保
加
入
者
の
総
所
得
が
６
０
０
万
円
を

超
え
る
世
帯
の
方
…
２
０，
０
０
０
円
／

月
（
総
所
得
が
６
０
０
万
円
未
満
の
世
帯

の
方
は
今
ま
で
ど
お
り
、
１
０，
０
０
０

円
／
月
）

◇
い
ず
れ
の
申
請
も
市
役
所
１
階
市
民
課
国

保
年
金
係
ま
た
は
、支
所
１
階
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
窓
口
係
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

国
保
保
険
証
が
カ
ー
ド
に
な
り
ま
す

市民病院管理課
243-2511（代表）
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臨
床
検
査
…
病
気
の
診
断
・
治
療
方
針
の

決
定
・
病
気
の
経
過
の
判
断
な
ど
の
資
料

と
す
る
た
め
、
患
者
さ
ん
の
血
液
・
尿
・

便
や
体
の
組
織
の
一
部
を
調
べ
た
り
、
脳

波
や
心
電
図
を
測
定
し
た
り
す
る
こ
と
。
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